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子ども手当が含まれる「他の社会保障給付※」の 
受給額の推移 

  
 
平成 22 年度から，従来の児童手当制度に代わり子ども手当制度が創設されたことから，22

年 10 月の勤労者世帯における，子ども手当が含まれる「他の社会保障給付」の１世帯当たり

の受給額は，前年同月に比べ 367.0％の増加となっている。 

 

※ 子ども手当のほか，従来の児童手当，生活保護法に基づく各種扶助，雇用保険法に基づく各種給付など
    が含まれる。

なお，子ども手当は，平成22年度は６月，10月及び２月に前月分までの手当が支給されることとなっており，
    10月には，６月分から９月分までの子ども手当が支給された。

受給額（円）
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

平成20年 1,746 6,813 2,137 2,037 1,690 5,874 1,485 2,863 1,850 5,659 1,613 3,239
平成21年 1,589 6,753 2,152 3,097 1,839 6,689 2,403 3,236 1,517 6,243 2,280 4,268
平成22年 1,745 7,073 3,637 3,539 1,720 20,798 2,628 3,396 1,251 29,156

対前年同月名目増減率（％）
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

平成20年 4.2 32.8 9.8 -24.9 34.7 6.4 -12.5 16.3 2.6 4.4 -29.5 50.0
平成21年 -9.0 -0.9 0.7 52.0 8.8 13.9 61.8 13.0 -18.0 10.3 41.4 31.8
平成22年 9.8 4.7 69.0 14.3 -6.5 210.9 9.4 4.9 -17.5 367.0

実収入（円）
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

平成20年 438,998 476,282 453,482 469,774 435,076 737,166 587,732 488,216 433,502 481,746 439,394 969,449
平成21年 443,337 464,665 443,429 473,779 436,123 700,239 573,821 466,393 422,120 459,704 428,219 906,884
平成22年 434,344 464,866 439,410 474,616 421,413 733,886 562,094 470,717 425,771 494,398

実収入に対する「他の社会保障給付」の割合（％）
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

平成20年 0.4 1.4 0.5 0.4 0.4 0.8 0.3 0.6 0.4 1.2 0.4 0.3
平成21年 0.4 1.5 0.5 0.7 0.4 1.0 0.4 0.7 0.4 1.4 0.5 0.5
平成22年 0.4 1.5 0.8 0.7 0.4 2.8 0.5 0.7 0.3 5.9
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図表 「他の社会保障給付※」の受給額の推移
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たばこの支出金額の推移 
 

 
平成 22 年 10 月のたばこ税増税に伴うたばこの小売定価改定に伴い，10 月の１世帯当たり

のたばこの支出金額は，前年同月に比べ実質 69.7％の減少となっており，過去２回の小売定

価改定月（15 年７月及び 18 年７月）に比べ，大きな減少幅となっている。 

 

 

図表１ たばこの月別支出金額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２ たばこの日別支出金額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加参考図表２ 
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
支出金額（円）
平成15年 1,003 978 1,061 1,042 1,121 1,824 730 1,032 1,014 1,057 1,004 1,015
平成18年 984 924 981 921 996 1,606 668 938 974 993 1,035 1,047
平成22年 986 994 1,060 989 981 908 919 999 2,239 409

対前年同月実質増減率（％）
平成15年 -3.1 -2.6 -1.8 -6.3 -1.4 63 3 -39.2 -12.9 -13.2 -6.4 -10.9 -12 5
平成18年 -5.6 5.5 8.2 -3.7 -3.8 48 6 -45.0 -25.4 -21.2 -23.3 -11.5 -11 9
平成22年 -3.0 9.8 -0.6 0.8 -6.5 -5 9 -6.2 -1.0 145.0 -69.7
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家計消費指数の季節調整値（試算値）の推移 

 
 

 図表 家計調査注１）及び家計消費指数注２）の消費支出（季節調整済実質指数） 
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 平成 

21年 

平成 

22年 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

家計調査 97.8 97.7 97.9 96.6 95.1 100.7 94.4 95.1 97.9 97.5 98.2 97.8 96.9

対前月変化率(％) 0.7 -0.1 0.2 -1.3 -1.6 5.9 -6.3 0.7 2.9 -0.4 0.7 -0.4 -0.9

家計消費指数 98.8 97.7 98.0 98.3 95.8 100.5 95.7 96.1 97.3 98.6 100.2 97.9 - 

対前月変化率(％) 0.3 -1.1 0.3 0.3 -2.5 4.9 -4.8 0.4 1.2 1.3 1.6 -2.3 - 

 

                                                  
注１）  季節調整の方法は，センサス局法(X-12-ARIMA Ver.0.3，詳細は「家計調査の結果を見る際のポイントＮｏ．12」

(http://www.stat.go.jp/data/kakei/point/index.htm) を参照してください。) を用いており，うるう年（４年周期），月末の曜日（28

年周期），曜日（７日周期）などの変動の要因を含めています。推定の期間は平成 12 年 1 月～21 年 12 月で，22 年 1 月以降は，

予測（延長）季節指数を使用しています。 

 

注２） 家計消費指数(詳細は「家計消費指数について」のページ(http://www.stat.go.jp/data/gousei/3.htm) を参照してください。) は，

家計調査結果のうち毎月の購入頻度が少なく結果が安定しにくい高額消費部分を，家計消費状況調査の結果で補完した結果を

指数化したもので，これにより家計消費の動向をより安定的に把握することを目的としています。 

 ただし，家計消費指数は，家計調査よりも後に公表する家計消費状況調査の結果を使用するため，家計調査の月分の結果を

公表する時点（原則調査月翌月末）では，前月分の結果が最新となります。 

 なお，家計消費指数の季節調整済実質指数は試算値であり，季節調整の方法は注１による方法と同じになりますが，推定の期

間は，平成 14 年 1 月～21 年 12 月となります。 
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